
小平市子ども・子育て支援事業計画庁内検討委員会設置要綱  

平成２５年９月１日  制定  

改正  平成２７年  ４月  １日   

（設置）  

第１条  小平市子ども・子育て支援事業計画（以下「計画」という。）の策定及び推進に

ついて検討を行うために、小平市子ども・子育て支援事業計画庁内検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。  

（検討事項）  

第２条  委員会は、次に掲げる事項を検討する。  

(1) 計画の策定及び推進に関すること。  

(2) その他計画の策定及び推進に必要な事項に関すること。  

（構成）  

第３条  委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。  

（委員長及び副委員長）  

第４条  委員会に委員長及び副委員長を置き、別表に掲げる者をもって充てる。  

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

（招集等）  

第５条  委員会は、委員長が招集する。  

２  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。  

（庶務）  

第６条  委員会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課が処理する。  

（その他）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。  

（施行期日）  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  



別表（第３条、第４条関係）  

   

 

委 員 長 子ども家庭部長  

副 委 員 長 子ども家庭部子育て支援課長  

副 委 員 長 子ども家庭部保育課長  

委 員 企画政策部政策課長  

委 員 子ども家庭部家庭支援担当課長  

委 員 子ども家庭部保育指導担当課長  

委 員 健康福祉部障がい者支援課長  

委 員 健康福祉部健康推進課長  

委 員 教育部教育施策推進担当課長  

委 員 教育部地域学習支援課長  


